
  

施  策 平成30年度の取組状況〔３年度目〕 平成31年度の取組み〔４年度目〕 今後の方向性 

１ 手話の普及   

 (1) 県民への手話の講習等を拡充

し、手話に対する理解促進 

○ 市町村と連携した県民向け手話講習会の開催 

・ 全市町村に対して働きかけを実施 

・ 横須賀市、小田原市、茅ヶ崎市、綾瀬市、山北町が開催

する手話講習会に県が講師を派遣、派遣費用を負担 

（４市１町 ６回開催） 

○ 市町村と連携した県民向け手話講習会の開催〔継続〕 

・ 引き続き市町村に働きかけるとともに、市町村の実情に応じた県民

向け手話講習会の開催を検討する。 

・ 市町村での手話講習会の開催に向け、市町村の実情に応じた働

きかけなどを行う。 

 

(2) 各種広報を充実し、手話の普

及啓発の推進 

○ 手話推進計画リーフレットを手話講習会やイベントで配布

[継続] 

○ 県のたよりなど、県の広報媒体を活用した普及の実施[継続]  

○ 手話推進計画リーフレットを手話講習会やイベントで配布 [継続] 

○ 県のたよりなど、県の広報媒体を活用した普及の実施 [継続]  

・ 様々な広報媒体を活用しながら、引き続き、県民の手話への興

味・関心を高める取組みを進める。 

【意見（再）】 

テレビ神奈川のカナフル TV にコーナーを設け、手話やろう者の理

解について説明するなどの取組みも進めたらどうでしょうか。 

(3) イベント等を活用した手話の

普及等の推進 

○ 手話普及推進イベントの開催（12月２日） 

 ・ 当事者団体と県で実行委員会を立ち上げ、イベント内容等

を検討 

 ・ 中高生、大学生、ろう学校生徒による手話の取り組み活動

発表・パフォーマンスや、プロの手話パフォーマンス団体に

よる公演、ミニ手話講習会、手話での絵本の読み聞かせ、指

文字の塗り絵、聴導犬紹介、パネル展示を実施 

○ 手話普及推進イベントの開催〔継続〕 

・ より多くの県民に手話を普及するため、多くの方が集まる場所で、

幅広い世代を対象にしたイベントを開催する。 

・ 多くの来場者が見込めるイベントの会場ででＰＲすることで、

これまで関心が低かった層に働きかけを進める。 

【意見】 

県主催の各種イベントに手話言語条例ブースを設けるなどの取り

組みを進めたらどうでしょうか。 

２ 手話に関する教育及び学習の振興 

【意見（再）】ろう児（聴覚障害児）の手話学習についても取り組むことを強く要望します。※別添提案あり 

  

 (1) 児童・生徒の学びを充実 ○ 教育現場での学習教材の作成、提供 

・ 学習教材「手話を楽しく学ぼう！」（リーフレット）を

小学校４年生、中学校１年生、高校１年生に配付 

・ 動画「手話を楽しく学ぼう！」をホームページ上に掲載

し配信 

○ 教育現場での学習教材の作成、提供〔継続〕［教育局］ 

 ・ 31年度も引き続き、「手話を楽しく学ぼう！」(リーフレット）を政

令指定都市も含め、県内すべての小中学校、特別支援学校等の対象児

童・生徒(小学校４年生及び中学校１年生)、県立高校１年生に配付

（予定） 

【質問】 

市立、私立等県立以外の高校へは配布していないのでしょうか。 

・ 動画「手話を楽しく学ぼう！」を配信 

・ 当事者や通訳者等、手話に携わる方や学校職員に意見を求め、

今後の指導内容等の参考とする。 

・ ・ 様々な場で折に触れて啓発や情報の収集に努める。 

・ ・ 発達段階に応じた指導の系統性について、教育局内で連携を 

・   図る。 

【意見①（再）】 

手話学習冊子「手話を学んでみよう！」の小・中学生版のような

副教材を作成したらどうでしょうか。 

【意見②（再）】 

動画「手話を楽しく学ぼう！」の内容の企画にろう学校の児童生

徒を参画させるなど、ろう児・生徒と健聴児童生徒が協働して手話

の普及を進めたらどうでしょうか。 

 

(2) 教員向けの手話研修を充実 ○ 教員向けに手話研修を実施 

・ 基本研修の中で手話の講習を実施。5,039人が受講 

・ 「初任者研修講座（高等学校・特別支援学校）」の研修

において手話講習あるいは、ろう学校教員の模範授業を実

施。924人が受講 

・ 「特別支援学級新担当教員研修講座」において、県立平

塚ろう学校教員による講義と実践報告を実施。７人が受講 

 ・ 「タブレット端末を活用した授業づくり研修講座（高等学

校・中等教育学校・特別支援学校）」において、講座開始時

に指導主事による手話の挨拶を実施。86人が受講。 

・ 選択研修として「聴覚障害者理解のための研修講座～手

話などの情報保障や支援～」を実施。27人が受講 

・ 指導資料「小・中学校における手話に関する取組事例

集」の作成、啓発資料の配布 

○ 教員向けに手話研修を実施〔継続〕［教育局］ 

 ・ 教職員対象に聴覚障害者理解のための研修講座を開催 

 ・ 教職員対象手話講演会の開催 

 ・ 指導資料「小・中学校における手話に関する取組事例集」の作成や

啓発資料の配布 

 

・ 引き続き、手話研修を開催することで、教員の手話への理解を

深める。 

・ 様々な場で折に触れて啓発や情報の収集に努める。 

【意見（再）】 

各学校における取組み内容について、当事者団体との事前相談及

び事後の評価が必要ではないかと考えます。 

【意見（再）】 

ろう学校教職員等、聴覚障害児に関わる教職員の手話技術向上の

ために、教育センターなどにおいて系統的なべきカリキュラムによ

る研修を行うことを要望します。 

【意見】 

教職員の生徒への指導方法、指導内容を統一するための指導教本

の作成、配布が必要ではないかと考えます。 

 

(3) 手話を学ぶためのしくみを充

実 

○ 手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」を手話講習会や手

話サークルに配布するため、１万部増刷（平成 28 年度より累

計46,000部発行） 

○ 県民がいつでも手話を学びやすいように、手話学習用動画を

配信 

○ 手話学習用冊子「手話を学んでみよう！」の増刷〔継続〕 ・ これまで作成した手話学習用動画や手話学習用冊子を効果的に

活用するため、活用例を情報提供するなど、周知に努める。 

「神奈川県手話推進計画」の平成 30年度の取組状況及び平成 31年度の取組等について 今回新たに追加した意見には下線を引いています。 資料４ 河原委員提出資料 



 

 

３ 手話を使用しやすい環境の整備   

 (1) 日常生活において手話を使用

できる機会の充実 

○ 県機関におけるタブレット端末を活用した手話通訳を    

実施 

・ 平成 30 年４月から神奈川県警察運転免許試験場でのサー

ビスを本格導入し、既存の合同庁舎等と合わせ全 16 ヶ所で

タブレット端末を活用した手話通訳を実施 

○ 事業者による手話講習会の開催 

・ 31.２月末時点で、38社開催 

・ 新たに開始した絵本の手話での読み聞かせは 31.2 月末時

点で８施設開催 

○ 県職員向け手話講習会の開催 

・ 全庁向け６回開催し、221名が参加 

〇 県民意見反映手続きに係る手話の対応 

 ・ 県計画へのパブリックコメントについて、手話を撮影・

録画したＤＶＤでの意見受け付け 

 ・ 保健福祉関係の計画についてパブリックコメント実施に

係る手話動画を作成周知 

○  知事定例記者会見の手話付き動画の県ホームページの掲載

〔本格実施〕 

○ 県機関におけるタブレット端末を活用した手話通訳〔継続〕 

・ 合同庁舎等16ヶ所にタブレット端末を配備 

○ 事業者等による手話講習会の開催〔継続〕 

     ・ 県民・事業者の行う手話講習会へ手話講師を派遣 

・ 若い世代、多世代への働きかけのため、幼稚園や保育園の行う絵本

を活用した手話講習会へ手話講師を派遣 

○ 県職員向け手話講習会の開催〔継続〕 

〇 県民意見反映手続きに係る手話の対応〔継続〕 

 ・ 県計画へのパブリックコメントについて、手話を撮影・録画したＤ

ＶＤでの意見受け付け 

 ・ 保健福祉関係の計画についてパブリックコメント実施に係る手話動

画を作成周知 

【意見】 

パブリックコメントを実施する計画の概要の手話動画の作成、掲載も必要

であると考えます。 

○  知事定例記者会見の手話付き動画の県ホームページの掲載〔継続〕 

・ タブレット端末を活用した県機関（合同庁舎等 16 ヶ所）での

手話通訳について、さらなる周知に努める。 

・ 手話講習会は、実施状況や実施後の取組み状況を確認しつつ、

これまで手話講習会を開催していない業種に働きかけるほか、す

でに講習会を開催した事業者が自主的に取り組めるよう、手話講

習会の実施方法等を検討する。 

・ 県職員向け手話講習会は、引き続き、入門的な内容に加え、応

用的な内容も実施する。 

【意見①（再）】 

消防、警察職員、市町村等自治体職員、県内国機関職員対象の講

習会も必要であると考えます。 

【意見②（再）】 

一般のろう者だけでなく、ろう重複障害者、ろう高齢者が日常生

活において手話を使用できる機会の充実のために、手話でコミュニ

ケーションできる就労支援施設や介護支援施設などの設置のための

施策も必要であると考えます。 

【意見③】 

市町村等自治体職員の条例についての理解の普及促進の取組みが

必要ではないかと考えます。 

(2) 非常時に、手話で意思疎通で

きる環境の整備を促進 

○ 救急用・医療機関用コミュニケーションボードの周知 ○ 救急用・医療機関用コミュニケーションボードの周知と合わせて、防

災や安全、医療等を担っている関係機関に対して手話への理解を広げら

れるよう働きかけを実施 

 

・ 救急用・医療機関用コミュニケーションボードの周知を図ると

ともに、防災や安全、医療等を担っている関係機関に対する手話

への理解を広げられるよう手話講習会実施について働きかけを実

施 

・ 避難所等で、非常時にろう者と意思疎通できる環境整備の推進 

【意見①（再）】 

市町村の防災訓練にろう者、盲ろう者が参加できるよう配慮する

ことを市町村に働きかける必要があると考えます。 

【意見②（再）】 

県立や市立などの公立病院に手話通訳者を設置する取組みも必要

であると考えます。 

(3) 手話通訳者の計画的な養成 ○ 手話通訳者養成講習会、要約筆記者養成講習会、手話通訳

者指導者養成研修会及び盲ろう者通訳・介助員養成講習会の

開催 

 ・ 平成29年度修了(認定)者数 

    手話通訳者 16 人、要約筆記者 19 人、盲ろう者通訳・介

助員12人 

  参考：横浜市及び川崎市の修了（認定）者数を含めた数 

     手話通訳者 26 人、要約筆記者 36 人、盲ろう者通

訳・介助員12人 

    ※ 政令市への聴取による数字を足しあげた参考数字 

・ 意思疎通支援担当者研修会の開催 

    平成29年10月３日、平成30年２月14日 

○ 手話通訳者養成講習会、要約筆記者養成講習会、手話通訳者指導者養

成研修会及び盲ろう者通訳・介助員養成講習会の開催〔継続〕 

○ 意思疎通支援担当者研修会の開催〔継続〕 

 

・ 手話通訳者全国統一試験の合格率を上げるため、養成講習会の

実施方法を見直すこととし、新たな体系の養成講習会を開始す

る。 

【意見①（再）】 

通訳養成講習会の開催場所を増やすなど、受講人数を増やす取り

組みも必要であると考えます。 

【意見②（再）】 

手話通訳者の数を増やすためには、手話通訳者の身分保障、待遇

改善のための施策も併せて進めるべきであると考えます。 

(4) 手話通訳者が派遣される機会

等を拡充 

○ 県主催イベント等に手話通訳者を配置（各所属にて実施。

地域福祉課が再配当した事業 14事業） 

○ 県主催イベント等に手話通訳者を配置〔継続〕 ・  市町村や民間の行事にも手話通訳者が派遣される必要があるこ

とから、市町村、民間の行事等へ手話通訳者が派遣されるように

働きかける。 

【意見（再）】 

市町村の手話通訳派遣制度の格差の是正、民間における手話通訳

などの合理的配慮の実施の働きかけも必要であると考えます。 

「神奈川県手話推進計画」の平成 28年度の取組状況及び平成 29年度の取り組みについて 


